
 

 

 

 

新年が明けたと思ったら、もう２月に入りました。 

今年は「昭和 100年」にあたるそうです。俳人の中村草田男の代表作に、 

「降る雪や明治は遠くなりにけり」という俳句があります。 

この句は１９３１年（昭和 6）、大学生だった草田男          

が母校の尋常小学校を 20年ぶりに訪れ、雪が降り出し

た際、校庭に外套
がいとう

（防寒着）を着た子どもが現れるのを見て、着物に下駄

だった自分の頃との隔たりを感じたことを詠んだものです。 

令和の時代に「昭和」はかなり遠く感じられます。昭和の時代、現在の 

ＳＮＳや一人一台端末など、今日の様々な技術の進歩は、一般の人にとって想像が難しいものでし

た。これから３０年先、４０年先… いったいどのような世の中になっていくのか、とても楽しみ

です。その世の中を作っていくのは私たち一人ひとりです。 

まず、令和 6年度のまとめをしっかりして、４月からの令和７年度を迎えましょう。 

 

 

1 月２０日（月）防災避難訓練を実

施しました。生徒へ事前通知を行わず、

更に一部生徒に協力をお願いし、避難

できなかった生徒がいた際、職員が連携し

て校内を捜索する訓練も行いました。 

生徒の整然と速やかな避難は立派でした。生徒は避難後

も、不明生徒の探索中、校庭で静かに待機していました。   

火災発生時の避難の際には、煙を吸わないようにハンカ

チやマスク等で口と鼻を覆って行動することが重要です。

煙には大量の細かい灰や粉じんが含まれており、吸い込むと

気道や肺に深刻なダメージを与える恐れがあります。 

１９２３年（大正 12）９月１日の関東大震災から、およそ１００年が経過しました。ちょうど

３０年前、１９９５年（平成７）1月 17日午前 5時 46分、阪神・淡路大震災が発生しました。

さらに２０１１年（平成２３）３月１１日午後２時４６分、日本国内観測史上最大規模の東日本大

震災が発生しました。私たち一人ひとりが過去の災害から学び、自分自身と大切な人を守るために、

常に防災意識を持ち続け、いつ起こるかわからない地震などの災害に備えてください。 

１月中旬より本格的に受験シーズンに入りました。３年生は自分自身の進路

を、自分の力で切り拓いていきます。3 年生の皆さん、３年生を支えるご家族

の皆さん、お疲れ様です。一足早く、進路が決まった人も、引き続き学習に励 

み４月から良いスタートが切れるようにしましょう。 

1年生、２年生の皆さん。１年後２年後の自分の姿をイメージできているでしょうか。誰のもの

でもない、自分自身の進路を今のうちからしっかりと見つめてください。

  

 
学校教育目標 未来を拓く妙典中生徒 ～明るく・正しく・美しく～ 

○ふれあいを大切にする生徒 ○進んで学ぶ生徒 ○頑張り抜く生徒 令和７年２月３日 

表題「息吹」は、妙典中校歌、２番の歌詞「♪～世界の息吹うけとめて、生きる力を身につけん～♪」から付け 
ました。「０６」は令和６年度を表しています。生きる力を身に付け、未来を拓く妙典中生の育成を目指します。 



 

1月２８日（火）スタントマンが交通事故を再現する

「スケアード・ストレイト方式」の自転車交通安全教室

を実施しました。「スケアード・ストレイト方式」とは、

恐怖を実感することで、それにつながる危険行為を未然

に防ぐ教育手法です。実際に自転車の交通事故の怖さを

学べる貴重な機会です。生徒は皆、真剣なまなざしでス

タントマンの交通事故の再現に見入っていました。 

自転車乗車用ヘルメットを着用しましょう。全ての自

転車利用者に対する乗車用ヘルメットの着用が努力義

務となっています。令和６年９月１２日に公表された警察庁の自転車乗車用ヘルメット着用率調査

の結果、千葉県の着用率は６．５％で、全国ワースト２位という結果でした。交通事故の被害を軽

減するために日常生活においても、自転車に乗るときはヘルメットを着用して頭部を保護しましょ

う。また、令和６年１１月１日から、スマートフォンなどを手に保持して、自転車に乗りながら通

話する行為、画面を注視する行為が禁止され、罰則の対象となりました。 

自転車関連の大きな事故の相手当事者は、その約 76％が自動車で最も多くなっています。自転

車と自動車の事故のうち、出会い頭衝突による事故が約 55％で最も多く発生しており、このよう

な事故では自転車側にも安全不確認や一時不停止等の違反が多く見られます。道路交通法上、自転

車は軽車両と位置付けられています。したがって車道と歩道の区別があるところは車道通行が原則

です。そして、道路の左側に寄って通行しなければなりません。自転車が通行できる歩道では、歩

行者優先です。ゆっくり通行し、歩行者の通行の妨げになるときは一時停止するようにしましょう。

また、普通自転車通行指定部分があるときはその部分を、ない場合は歩道中央から車道寄りの部分

を通るようにしましょう。                   （参考：警察庁 HP、千葉県警察 HP） 

 

 

１月２３日（木）環境委員会の１年生、２年生が放課後、校地内外の落ち葉拾いを行いました。

昨年、外壁塗装工事の足場があったため、落ち葉拾いの計画が遅くなってしまいましたが、みんな

で仲良く、しっかりと取り組みました。有難うございました！ 

ＰＴＡ運営委員会・美化活動

１月２５日（土）ＰＴＡ運営委員会が行われま

した。また、お花壇の会、おやじの会の方々によ

る美化活動も行われました。有難うございまし

た。 

←側溝のマスの中に入り、土砂をかき出してくださっ     

ています 

見事なパンジーが校内を彩っています→ 


